
情報と人、人と人との出会いを生み出す図書館

テクノロジーが身近になる PC ルーム

幅広い創造を掻き立てる唯一無二のホール

子育て世代 " が " 行きたくなる場所へ

各機能を拡張させたり交わらせる集いの広場

きちんと会もお気軽会も叶うコンベンション

募集期間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　

　　
　　

　　
図書館

等複合施設の愛称を募集します　　　　　　　　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

複合施設の概要について（抜粋）

令和 8 年 1 月 5 日～ 1 月 30 日 17 時必着

須崎市では図書館等複合施設整備の取り組みに関する情報発信を行っています。
ご応募いただく前に、ぜひ一度ご確認ください。https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=����

須崎市図書館等複合施設は、図書館だけではなく、利用者ひとりひとりが新しい “何か ”を見つけ
られる出会いの場となることを目指しています。
じっくり本を読めることはもちろん、さまざまな活動ができる会議室にホール、最新技術に触れら
れる PCルームや、子どもと一緒に遊べるキッズパーク等を整備します。多様な過ごし方が共存で
きる、新しい価値観で新しい須崎を創るための拠点となる施設づくりを行います。
本施設が長く親しまれ、市内外の多くの方に愛される存在となるよう、施設の愛称を募集します。

思い思いの過ごし方が共存する屋内空間（イメージ） 施設と一体的に整備される屋外空間（イメージ）

図書館

キッズパーク

会議室

ホール

音楽スタジオ

PC ルーム

学習室

・整備場所：高知県須崎市西糺町 94番 4
　　　　　    （旧ライフタウンユタカ跡地）
・敷地面積：約 14,588㎡
・延床面積：約 3,700㎡
・施設階数：一部二階建て
・施設機能：図書館、学習室、ホール（大会議室）、
　　　　　    乳幼児一時預かり、キッズパーク、
　　　　　    会議室、音楽スタジオ、飲食スペース、
　　　　　    おおきな広場（公園）、駐車場、駐輪場 など　

令和９年春
開館予定

採用作品に

万円5

施設全景（イメージ）



須崎市図書館等複合施設愛称募集要項
１．複合施設の考え方
　　小さな子どもたちには、「楽しい」「わくわく」といった『発見』を。
　　中学生・高校生には、「知識」や「創造」、「最新技術」といった『夢』を。
　　大人には、「憩い」や「交流」、「やりがい・生きがい」といった『希望』を。
　　施設を利用される方々ひとりひとりにとって、新しい “何か ”を見つけられる、新しい一歩を踏み出すことができる。
　　そんな施設に育てていきたいと考えています。

２．募集要件
　　・どなたでも応募可能（プロ・アマ不問／年齢不問）
　　・１人１点

３．愛称の条件
　　・複合施設全体をひとつの愛称に表しているもの。
　　・わかりやすく親しみやすいもの。
　　・須崎市のイメージに合致するもの。
　　・ご自身が創作した未発表のもの。

４．応募方法
　　・以下のいずれかの方法で応募してください。
　　　　〇 専用の応募フォームで回答（Googleフォーム）
　　　　　 URL：https://forms.gle/VhMp88gUKSeKoaNeA
　　　　〇 郵送（須崎市教育委員会事務局 生涯学習課）
　　　　〇 持参（須崎市教育委員会事務局 生涯学習課、
　　　　　　　　 須崎市立図書館、須崎市内各公民館）
　　・記載の方法以外での応募は無効とします。
　　・持参・郵送による応募用紙は、この用紙をそのまま
　　　ご使用ください。

５．募集期間
　　令和 8年 1月 5日 (月 )～ 1月 30日 (金 ) 17時必着

６．選考・発表
　　・選考委員会において審査のうえ、令和８年３月下旬
　　　に採用作品を決定します。
　　・愛称決定は受賞者に通知するほか、市広報やホーム
　　　ページで公表します。
　　・採用作品の決定は【３．愛称の条件】に照らし総合
　　　的に判断します。

７．賞金
　　・採用作品１点：賞金５万円（高校生以下は図書カード）
　　・採用作品が重複した場合は、その応募者数に応じて賞金
　　　を分割して授与します。

８．注意事項
　　・必要事項に記入漏れがある場合は、応募を無効にします。
　　・同一人物から複数の応募があった場合は、すべての応募
　　　を無効とします。
　　・応募作品の修正・再提出は受け付けません。
　　・応募作品の著作権等に関わる問題が生じた場合、すべて
　　　応募者の責任とします。
　　・採用決定後に第三者の権利侵害等の事実が判明した場合、
　　　または第三者の権利を侵害するおそれがあると認められ
　　　る場合は、採用を取り消し、賞金相当額を返還していた
　　　だきます。
　　・採用作品に関する一切の権利は、須崎市に帰属するもの
　　　とします。
　　・原則として、採用作品を愛称として使用しますが、ネー
　　　ミングライツ等により愛称の前後に文言を付記して使用
　　　する場合があります。
　　・応募用紙は返却しません。
　　・応募にかかる費用は応募者の負担とします。
　　・応募に伴う個人情報は本事業の目的以外に使用しません。
　　　ただし、受賞者については、氏名および住所の一部（市
　　　区町村まで）を公表します。

９．お問い合わせ・郵送受付
　　須崎市教育委員会事務局　生涯学習課
　　〒785-8601　高知県須崎市山手町 1番 7号
　　TEL : 0889-42-8591

須崎市図書館等複合施設  愛称募集  応募用紙　※切り取らずにこの用紙のまま応募してください。

応募する愛称

愛称の説明
（意味や理由など）

（ふりがな）

応募者氏名
（ふりがな）

応募者住所
〒

電話番号

年齢


